
松浜病院利用案内

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険診療機関です

1．入院基本料について

　＊精神一般病棟

　＊精神療養病棟

　＊認知症治療病棟

2．入院診療計画に関する事項について

3．感染防止対策・医療安全管理体制・褥瘡対策・栄養管理体制について

4．入院時食事療養費Ⅰについて　

5．後発医薬品（ジェネリック医薬品）について

当院では、厚生労働大臣が定める基準に基づき院内感染防止対策、医療安全管理体制、

褥瘡対策及び栄養管理体制を整備して入院診療の充実に努めております。

当院は、特別管理による食事の提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士の管

理のもとに適時〔夕食については午後６時以降〕、適温にて提供しております。

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を図るとともに、医薬品の安

定供給に向けた取り組みを行っております。

当院の東２病棟は「精神病棟入院基本料１５：１（看護師70％以上）」を届出してお

り、（常時）入院患者１５人に対して１人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と、

(常時）入院患者５０人に対して１人以上の看護要員がおります。

当院の東３・東４・南２・本２病棟は、「精神療養病棟入院料」を届出しており、（常

時）入院患者１５人に対して１人以上の看護職員もしくは看護要員がおります。（看護

職員50％以上）

当院の東1病棟は、「認知症治療病棟入院料1」を届出しており、（常時）入院患者２０

人に対して１人以上の看護職員及び入院患者２５人に対して１人以上の看護要員がおり

ます。

当院は、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者に関する診療計画を

策定し、7日以内に文書にしてお渡ししております。



6．明細書の発行について

7．敷地内禁煙について

当院の敷地内は禁煙となっておりますのでご協力お願いします。

8．当院は関東信越厚生局長に下記施設基準の届出を行っております。

・精神病棟入院基本料15：1

・精神療養病棟入院料

・認知症治療病棟入院料1

・診療録管理体制加算3

・看護配置加算

・看護補助加算・看護補助体制加算1

・療養環境加算

・精神科身体合併症管理加算

・後発医薬品使用体制加算3

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影（当院ではＣＴ撮影のみ可）

・薬剤管理指導料

・精神科作業療法

・精神科ショート・ケア「小規模なもの」

・精神科デイケア「小規模なもの」

・医療保護入院等診療料

・精神科入退院支援加算

・酸素の購入単価

・入院時食事療養費（Ⅰ）

・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

・入院ベースアップ評価料

当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領

収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書（使用した薬剤の名称や

行われた検査の名称が記載されたもの）を無料で発行いたしております。また、公費負

担医療の受給者で医療費の自己負担のない患者さまについても明細書を無料で発行いた

しております。なお、明細書に記載されるものをご理解いただいた上で、明細書の発行

を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。



9．特別療養環境の提供及び保険外負担について

室料差額

東１ ………… …………

文 書 料 ………… ………… ………… …………

理 髪 代 ………… ………… 男性（カット・顔剃り） ３，７００円

女性（カット・顔剃り・シャンプー） ４，６００円

他にメニュー有

紙おむつ代 ………… ………… ………… １８４円

　　紙パッド1枚　 （小）66円（中）99円

　（大）110円（特大）143円

………… ………… ………… Aセット

Bセット

　　衣類レンタル料　　

※上記を含む保険外負担全体については「保険外料金表」をご覧ください。

※料金については消費税込みの金額となっております。

1日　２２０円

1日　３３０円

当院は、以下の項目について、その使用量、種類、回数などに応じた実費の負担をお願いしていま

す。

1・12・13・15・16号室 ２，７５０円／日

１,１００円～１１,０００円

紙おむつ、紙パンツ　１枚

生活品レンタル料 1日　１２１円


